
岡崎市長　内田  康宏

岡崎再生

「岡崎に生まれて

　　本当に良かった！」

そう思えるまちづくりを
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　令和8年4月1日㈬から、自転車の違反に交通反則通告制度、いわゆる「青切符」が適用
されるようになります。自転車も、自動車やバイクと同じ「車両」ということを改めて認識
し、これまで以上に交通ルールを守った運転が求められます。主な違反行為や交通ルールなど、
この制度について紹介した動画を作成しましたので、ぜひご覧ください。
　自転車に乗る際はヘルメットの着用に努めることとされていますが、万が一の事故からみ
なさまの大切な命を守るため、ぜひ着用をお願いします。本市では、児童・生徒と高齢者を
対象にヘルメット購入費の一部を補助していますので、この機会にぜひご活用ください。 
　自転車は通勤や通学をはじめ、私たちの身近な移動手段です。手軽で便利な乗り物である
からこそ、交通ルールを守り、安全に利用することが重要です。自転車に乗る一人ひとりが
交通ルールとマナーを再確認し、お互いを思いやる運転を心がけましょう。市民のみなさま
と、安心・安全に暮らせる岡崎市を共に築いてまいりたいと思います。

※詳細は、12ページをご覧ください。

お互いを思いやる安全運転を 動画は
こちらから

https://www.youtube.com/watch?v=HbiMlcmpKaE



